
 

 

 

 

  令和３年度の改正法人税法等説明会を、下記のとおり右京税務署及び右京納税協会共催で

開催いたしますので、ご案内申し上げます。 

  今回の説明会では、 

 ○ 研究開発税制の見直し 

 ○ 中小企業における所得拡大促進税制の見直し 

 ○ 郵便物として輸出した場合の輸出証明書類の見直し 

 ○ 適格請求書等保存方式（インボイス制度）の導入 

 などについての説明を予定しております。 

  なお、新型コロナウイルス感染症の感染拡大状況により開催を中止させていただくことが

ありますので、右京納税協会のホームページを必ずご確認の上、ご出席ください。 

日     時 場    所 定員 対象者 

令和３年 

10月 21日（木） 
14:00～15:30 

京都市右京ふれあい文化会館 

 （右京区太秦安井西裏町 11-6） 
220 名 

右京税務署管内 

      の方 

（注）１ 右京税務署から、「改正法人税法等の説明会のお知らせ」ハガキがお手元に郵送さ 

    れます。説明会にご出席の際は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、 

    お手元に届いたハガキの表面に出席される方の氏名及び事業所等の電話番号を記載 

    していただき、出席表としてハガキを会場受付にお出しください。 

     また、出席者の皆さまには必ずマスクの着用をお願いします。 

   ２ 説明会は、無料で参加いただけます。但し、定員になり次第、ご出席をお断りしま 

    すので、あらかじめご了承願います。 

改正法人税法等説明会のご案内 

令和３年度 




